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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

山
梨
県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
特
定
高
山
植
物
栽
培
業
廃
業
届
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　

廃
止
年
月
日

佐

藤

武

雄
　
都
留
市
川
茂
六
百
二
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
平
成
十
三
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

山
梨
県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
高
山
植
物
販
売
業
廃
業
届
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　

廃
止
年
月
日

佐

藤

武

雄
　
都
留
市
川
茂
六
百
二
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
平
成
十
三
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
　

山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第

三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
農
業
後
継
者
等
」
を
「
新
規
就
農
者
」
に
、「
山
梨
県
青
年
農
業
士
」
を
「
認
定
農
業
者

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
、「
、
畜
産
公
害
」
を
「
及
び
畜
産
公
害
」
に
改
め
、「
及
び
高
品
質

果
実
施
設
栽
培
の
推
進
」
を
削
る
。

第
三
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
畜
産
振
興
総
合
対
策
事
業
実
施
要
領
の
適
用
を
受
け
る
事
業
（
資
源
循
環
型
畜
産
確
立

対
策
事
業
、
畜
産
経
営
活
性
化
事
業
、
地
域
畜
産
総
合
支
援
体
制
整
備
事
業
及
び
自
給
飼
料
増
産
総

合
対
策
事
業
に
限
る
。）
及
び
畜
産
環
境
総
合
整
備
事
業
実
施
要
綱
の
適
用
を
受
け
る
事
業
で
、
別
表

三
の
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
一
の
項
中
「
年
齢
四
十
歳
未
満
の
者
で
あ
つ
て
、
農
業
を
主
た
る
職
業
と
し
、
か
つ
、
近
代
的

農
業
経
営
を
行
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
認
め
た
も
の
」
を
「
就
農

後
十
年
以
内
の
者
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
要
綱
に
該
当
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
表
中
三
の

項
を
削
り
、
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
　
認
定
農
業
者
で
あ
つ
て
、

百　
万　
円　

利
子
補
給
規
程
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号

知
事
が
別
に
定
め
る
要
綱
に
　

以
上

、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
同
条

該
当
す
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

別
表
五
の
項
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山

梨

県

公

報
　
　
第
千
百
九
十
六
号
　
　
平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価　（
消
費
税
別
）　一
箇
年
　
一
六
、　〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
〇
三

山
梨
県
公
報

平
成
十
三
年

五
月
二
十
八
日

第
千
百
九
十
六
号

月　曜　日



（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規

定
は
、
平
成
十
三
年
六
月
十
一
日
以
後
に
貸
し
付
け
る
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し

付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
起
業
者
の
名
称

高
根
町

二
　
事
業
の
種
類

（
仮
称
）
高
根
町
民
体
育
館
建
設
事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
北
巨
摩
郡
高
根
町
大
字
村
山
北
割
字
社
口
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

高
根
町
教
育
委
員
会

公
　
　
　
告

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
五
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
武
藤
ボ
ー
リ
ン
グ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
東
山
梨
郡
牧
丘
町
西
保
下
千
八
百
二
十
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
武
藤
慶
光

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
一
）
第
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
さ
く
井
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
四
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
五
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
マ
ル
ハ
ヤ
工
業
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
中
富
町
遅
沢
千
百
六
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
光
功

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
八
）
第
二
七
六
号

四

処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
五
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
ト
ジ
ャ
パ
ン

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
千
三
百
八
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
中
島
昭
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
九
）
第
七
七
一
九
号

四

処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
四
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山

梨

県

公

報
　
　
第
千
百
九
十
六
号
　
　
平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

三
〇
四



建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
五
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
保
坂
建
築

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
二
千
百
四
十
一
番
地
の
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
保
坂
友
治

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
九
）
第
七
二
二
三
号

四

処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
五
月
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
金
丸
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
竜
王
新
町
八
百
七
十
番
地
の
三
十
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
金
丸
義
久

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
十
）
第
七
八
九
三
号

四

処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
ほ
装
工
事
業
に
係
る

一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
五
月
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
字
東
見
返
し
六
一
〇
四
、
六
一
〇
五
、
六
一
〇
六
、
六
一
〇
七
の
一
部
、

六
一
〇
八
の
一
部
、
六
一
二
七
の
三
の
一
部
、
六
一
二
七
の
六
、
六
一
三
二
の
二
、
六
一
三
三
の
五

及
び
六
一
三
四
の
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
都
留
郡
道
志
村
一
万
千
二
百
五
十
番
地
　
株
式
会
社
　
加
藤
電
器
製
作
所
　
代
表
取
締
役

加

藤
正
芳

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
字
八
丁
八
一
の
一
、
八
一
の
三
、
八
一
の
四
、
八
一
の
五
、
八
一
の
六
、

八
一
の
七
、
八
一
の
八
、
八
一
の
九
、
八
一
の
一
〇
、
八
一
の
一
一
、
八
一
の
一
二
、
八
一
の
一
三

及
び
八
一
の
一
四

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路

公
　
　
　
　
　
園
　
次
の
図
の
と
お
り

ご
　
み
　
置
　
場

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
若
草

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
伊
勢
四
丁
目
二
十
二
番
一
号
　
西
甲
府
住
宅
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
戸
田
克
己

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

山

梨

県

公

報
　
　
第
千
百
九
十
六
号
　
　
平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

三
〇
五



山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
梨
市
北
字
行
人
河
原
四
の
一
四
及
び
八
の
九
並
び
に
字
東
出
口
二
三
八
、
二
三
九
、
二
四
〇
、

二
四
三
及
び
二
四
五
並
び
に
字
北
田
二
五
二
並
び
に
字
東
明
見
三
一
九
の
二

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
　
　
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
及
び

山
梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
市
万
力
千
五
百
二
十
四
番
地
一
　
フ
ル
ー
ツ
山
梨
農
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
組
合
長
　
菊

島
信
郎

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山

梨

県

公

報
　
　
第
千
百
九
十
六
号
　
　
平
成
十
三
年
五
月
二
十
八
日

三
〇
六


